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登米市教育委員会会議録 

会議の名称 平成２１年第１０回登米市教育委員会７月定例会議 
開催日時 

 

 

平成２１年７月１６日（木） 

午後２時００分 開会 
午後４時３５分 閉会 

開催場所 登米市中田庁舎 教育長室 
委員長氏名 委員長 畠山信弘 

出席委員氏名 

 

 

 

 

委員長 畠山信弘 
委員長職務代行者 久保泰宏 
  
委員 小野寺範子 
教育長 佐藤壽昭 

欠席委員 委員 橘智法 
傍聴者 なし 

事務局職員氏名 

 

 

 

 

 

 

教育次長（学校教育担当） 中津川定幸 

教育次長（社会教育担当） 後藤建一 
理事 及川登志郎 
学校教育課長 伊藤勉 
生涯学習課長 千葉幸弘 
参事兼教育総務課長 及川一夫 
活き生き学校支援室長 金野勉 

書記 教育総務課 副参事兼課長補佐 伊藤 隆敏 

議題 

 

 

 

 

報告第１号 一般事務報告について 

議案第４４号 登米市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の一部を改正

する訓令について 

議案第４５号 平成２１年度登米市一般会計補正予算（第３号）に対する

意見聴取について 

  

会議結果 

 

 

 

報告第１号 承認 

議案第４４号 決定 

議案第４５号 決定 
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議題･

発言･

結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

畠山委員長 

 

及川参事兼

総務課長 

 

畠山委員長 

 

 

 

 

畠山委員長 

 

畠山委員長 

 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

畠山委員長 

 

 

佐藤教育長 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

久保委員 

 

 

佐藤教育長 

 

開会（午後２時００分） 

 教育委員会議の開会を宣言し、本日の議事日程に基づき会議を

開く旨を告げる。 

  

前回会議録の承認を求めます。 

 

（６月５日の会議録を朗読） 

  

  

 会議録の朗読が終わりました。この内容についてご異議ありま

せんか。 

  

（「なし」の声あり） 

  

 ご異議がないものと認め、朗読のとおり承認することとします。

  

会議録署名委員の指名を行います。 

委員長から指名してよろしいでしょうか。 

 

（「はい」の声あり） 

  

 ご異議がないようですので、１番久保委員、３番小野寺委員に

お願いします。 

  

日程第１、報告第１号「一般事務報告について」を上程します。

「教育長の一般事務報告について」教育長から報告させます。

 

（一般事務報告について、平成２１年６月６日から７月１６日

までの会議・行事出席状況やその概要などについて、別紙資料に

基づき報告する） 

  

 教育長の一般事務報告が終わりました。この件についてご質問

ありませんか。 

 

 ６月３０日付で退職辞令交付があったようですが、年度途中で

もあり、何か理由があったのですか。 

 

以前から決めていたようであり、何か問題があってのことでは

ないようです。 
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畠山委員長 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

畠山委員長 

 

畠山委員長 

 

 

 

佐藤教育長 

 

伊藤学校教

育課長 

 

畠山委員長 

 

 

 

畠山委員長 

 

中津川教育

次長 

 

 

畠山委員長 

 

ほかに質問はありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

ご質問がないようですので、報告第１号「一般事務報告につい

て」は、報告のとおり承認することにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

ご異議がないようですので、日程第１、報告第１号「一般事務

報告について」は、報告のとおり承認することとします。 

 

暫時休憩します。 

 

（午後２時２３分から午後３時３０分まで休憩） 

 

休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

日程第２、議案第４４号「登米市私立幼稚園就園奨励費補助金

交付要綱の一部を改正する訓令について」を上程します。 

説明を求めます。 

  

（議案を朗読） 

 

（議案内容を説明） 

  

  

説明が終わりました。議案第４４号「登米市私立幼稚園就園奨

励費補助金交付要綱の一部を改正する訓令について」について、

ご質問ありませんか。 

 

対象児は何人ですか。 

 

昨年度の実績では、私立幼稚園に２０６人入園しています。 

このうち就園奨励費補助金の該当者は１７１人、全体の８３％

です。 

 

幼稚園別ではどうなっていますか。 
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中津川教育

次長 

 

小野寺委員 

 

 

伊藤学校教

育課長 

 

 

畠山委員長 

 

中津川教育

次長 

 

畠山委員長 

 

中津川教育

次長 

 

畠山委員長 

 

畠山委員長 

 

 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

佐藤教育長 

 

 

登米幼稚園は２５人です。 

 

 

補助金の引上額に差があるようですが、算出根拠はどのように

なっていますか。 

 

幼稚園児の保護者の負担割合は、第一子を１とした場合、第二

子は０．７だったものを０．５へ、また第三子以降は０．２から

０、つまり全額に改正するものです。 

 

よその団体ではどのようになっていますか。 

 

南三陸町では実施していません。 

 

 

予算措置はされていますか。 

 

当初予算に計上済みであり、実際の申請に基づいて精算した結

果不足がある場合は、予算補正を行います。 

 

ほかに質問はありませんか。 

  

ご質問がないようですので、議案第４４号「登米市私立幼稚園

就園奨励費補助金交付要綱の一部を改正する訓令について」は、

原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

  

（「異議なし」の声あり） 

  

ご異議がないようですので、日程第２、議案第４４号「登米市

私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の一部を改正する訓令に

ついて」は、原案のとおり決定することとします。 

  

日程第３、議案第４５号「平成２１年度登米市一般会計補正予

算（第３号）に対する意見聴取について」を上程します。 

説明を求めます。 

  

（議案を朗読） 
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中津川教育

次長 

後藤教育次

長 

 

畠山委員長 

 

 

 

久保委員 

 

 

後藤教育次

長 

 

 

 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

 

（議案内容を説明） 

 

 

 

 

説明が終わりました。議案第４５号「平成２１年度登米市一般

会計補正予算（第３号）に対する意見聴取について」について、

ご質問ありませんか。 

 

南方総合運動場プールを解体するようですが、地域から存続な

どの声はなかったのですか。 

 

地域との話し合いの中では、強い要望はありませんでしたが、

町域議員との懇談では、新たな設置を求められました。 

しかし現在の利用者は２００人程度しかなく、ランニングコス

トなど費用対効果を考え、何とか理解を得たところです。 

なお、ＰＴＡとも協議しましたが、利用者の９割程度が児童生

徒である現状と、どの学校にもプールは設置されていることから

して、児童生徒はそこで十分であるということでした。 

 

ほかに質問はありませんか。 

  

（「なし」の声あり） 

 

ご質問がないようですので、議案第４５号「平成２１年度登米

市一般会計補正予算（第３号）に対する意見聴取について」は、

原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

ご異議がないようですので、日程第３、議案第４５号「平成２

１年度登米市一般会計補正予算（第３号）に対する意見聴取につ

いて」は、原案のとおり決定することとします。 

  

次回の会議の日程は、臨時会議を８月４日（火）午後１時から、

定例会議を８月３１日（月）午後２時から、行うことにご異議あ

りませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 



 - 6 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご異議がないものと認め、臨時会議を８月４日（火）午後１時

から、定例会議を８月３１日（月）午後２時から行うことに決定

することとします。 

なお８月４日（火）の臨時会議に先立ち、午前９時３０分から

教科書閲覧を行います。 

 

閉会（午後４時３５分） 
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